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機
関
は
、
内
閣
官
房
、
内
閣
府
、
国
家
公
安
委
員
会
等

と
し
、
同
号
ハ
の
危
機
管
理
に
関
す
る
機
能
を
維
持
す

る
た
め
特
に
必
要
な
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
庁
舎

は
、
当
該
国
の
行
政
機
関
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
規
定
す

る
庁
舎
と
す
る
こ
と
と
し
た
。（
第
一
条
関
係
）

２

法
第
六
条
第
一
項
の
テ
ロ
リ
ズ
ム
が
行
わ
れ
た
場
合

に
、
広
域
に
わ
た
り
、
国
民
の
生
命
及
び
身
体
に
甚
大

な
被
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
と
し
て
政
令
で

定
め
る
原
子
力
事
業
所
は
、
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措

置
法
（
平
成
一
一
年
法
律
第
一
五
六
号
）
第
二
条
第
四

号
に
規
定
す
る
原
子
力
事
業
所
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

（
第
二
条
関
係
）

３

こ
の
政
令
は
、
法
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す

る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
八
年
五
月
二
三
日
）
か

ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

第
五
条
第
二
項
中
第
五
号
を
第
七
号
と
し
、
第
四
号
の
三
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の
二
を
第
五
号
と
す
る
。

第
六
条
第
五
項
中
「
同
項
第
四
号
の
二
」
を
「
同
項
第
五
号
」
に
、「
同
項
第
七
号
」
を
「
同
項
第
十
二
号
」
に
改

め
る
。

第
七
条
の
二
第
二
項
第
一
号
中
「
第
四
号
の
二
ま
で
、
第
五
号
及
び
第
五
号
の
三
か
ら
第
七
号
ま
で
」
を
「
第
五

号
ま
で
、
第
七
号
及
び
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
の
次
に

次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

鳥
獣
害
防
止
森
林
区
域
及
び
当
該
鳥
獣
害
防
止
森
林
区
域
内
に
お
け
る
鳥
獣
害
の
防
止
に
関
す
る
事
項

第
十
条
の
五
第
二
項
第
九
号
中
「
事
項
」
の
下
に「（
前
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。）」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第

十
号
と
し
、
同
項
第
八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九

鳥
獣
害
防
止
森
林
区
域
及
び
当
該
鳥
獣
害
防
止
森
林
区
域
内
に
お
け
る
鳥
獣
害
の
防
止
に
関
す
る
事
項

第
十
条
の
八
の
見
出
し
中
「
届
出
」
を
「
届
出
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
手
続
に
従
い
」
を
「
と
こ
ろ
に

よ
り
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第
十
号
」
を
「
第
一
項
第
十
号
」
に
、「
手
続
に
従
い
」
を
「
と
こ
ろ
に
よ

り
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

森
林
所
有
者
等
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
届
出
書
に

記
載
さ
れ
た
伐
採
及
び
伐
採
後
の
造
林
に
係
る
森
林
の
状
況
に
つ
い
て
、
市
町
村
の
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

◇
災
害
対
策
基
本
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

（
政
令
第
二
二
五
号
）（
内
閣
府
本
府
）

一

災
害
対
策
基
本
法
施
行
令
の
一
部
改
正
関
係
（
本
則

関
係
）

１

港
湾
管
理
者
又
は
漁
港
管
理
者
（
以
下
「
港
湾
管

理
者
等
」
と
い
う
。）は
、
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立

性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関

係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
災

害
対
策
基
本
法
（
以
下
「
改
正
災
対
法
」
と
い
う
。）

第
七
六
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
車
両
の
移
動

等
の
措
置
を
行
う
道
路
の
区
間
を
指
定
し
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
地
域
を
管
轄
す
る

公
安
委
員
会
に
当
該
指
定
を
し
よ
う
と
す
る
道
路
の

区
間
及
び
そ
の
理
由
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
と
し
た
。

２

改
正
災
対
法
第
七
六
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
国
土
交
通
大
臣
の
港
湾
管
理
者
に
対
す
る
指
示
又

は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
農
林
水
産
大
臣
の
漁

港
管
理
者
に
対
す
る
指
示
は
、
広
域
の
見
地
か
ら
緊

急
通
行
車
両
の
通
行
を
確
保
す
べ
き
道
路
に
つ
い
て

港
湾
管
理
者
等
に
よ
る
車
両
の
移
動
等
の
措
置
を
行

う
道
路
の
区
間
の
指
定
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
等

に
行
う
こ
と
と
し
た
。

３

改
正
災
対
法
で
追
加
さ
れ
る
国
土
交
通
大
臣
の
権

限
は
、
地
方
整
備
局
長
又
は
北
海
道
開
発
局
長
に
委

任
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正

関
係
（
附
則
関
係
）

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
に
つ
い
て
所

要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

三

施
行
期
日

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し

た
。

森
林
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

法
律
第
四
十
四
号

森
林
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
森
林
法
の
一
部
改
正
）

第
一
条

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
二
節

森
林
整
備
協
定
の
締
結
の
促
進
（
第
十
条
の
十
三
・
第
十
条
の
十
四
）

第
二
節
の
二

公
益
的
機
能
維
持
増
進
協
定
（
第
十
条
の
十
五

第
十
条
の
十
九
）

第
三
節

森
林
経
営
計
画
（
第
十
一
条

第
二
十
条
）

第
四
節

補
則
（
第
二
十
一
条

第
二
十
四
条
）

」を
「
第
二
節

共

第
三
節

森

第
四
節

公

第
五
節

森

第
六
節

補

有
者
不
確
知
森
林
の
共
有
者
に
よ
る
森
林
の
施
業
の
円
滑
化
（
第
十
条
の
十
二
の
二

第
十
条
の
十
二
の
八
）

林
整
備
協
定
の
締
結
の
促
進
（
第
十
条
の
十
三
・
第
十
条
の
十
四
）

益
的
機
能
維
持
増
進
協
定
（
第
十
条
の
十
五

第
十
条
の
十
九
）

林
経
営
計
画
（
第
十
一
条

第
二
十
条
）

則
（
第
二
十
一
条

第
二
十
四
条
）

」 に
、

「
第
二
百
十
四
条
」
を
「
第
二
百
十
三
条
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
二
項
中
第
七
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
六
号
を
第
十
一
号
と
し
、
同
項
第
五
号
の
三
中
「
そ
の
他
」
を

「
そ
の
他
の
」
に
改
め
、「
事
項
」
の
下
に「（
前
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。）」
を
加
え
、同
号
を
同
項
第
十
号
と
し
、

同
項
第
五
号
の
二
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九

鳥
獣
害
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
実
施
す
べ
き
森
林
の
区
域
（
以
下「
鳥
獣
害
防
止
森
林
区
域
」と
い
う
。）

の
基
準
そ
の
他
の
鳥
獣
害
の
防
止
に
関
す
る
事
項
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